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12月の税務と労務12月（師走）DECEMBER

国　税／�給与所得者の年末調整
� 今年最後の給与を支払う時
国　税�／�給与所得者の次の申告書の

提出
　　　・�基礎控除申告書 兼 配偶者控

除等申告書 兼 特定親族特別
控除申告書 兼 所得金額調整
控除申告書

　　　・保険料控除申告書�
　　　・�住宅借入金等特別控除申告書
� 今年最後の給与を支払う前日
国　税／�11月分源泉所得税の納付� �

� 12月10日

国　税／�10月決算法人の確定申告� �
（法人税・消費税等）�1月5日

国　税／�4月決算法人の中間申告� �
� 1月5日

国　税／�1月、4月、7月決算法人の
消費税の中間申告（年3回
の場合）� 1月5日

地方税／�固定資産税（都市計画税）�
第3期分の納付� �
� 市町村の条例で定める日

労　務／�健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届� �
� 支払後5日以内

　補助金申請や社会保険手続、各種認可申請など、対応した手続
に1つのID・パスワードでログインできる事業者向け共通認証シ
ステム。今後、法人についてGビズIDを用いてe-Taxにログイン
することが可能となる予定です。なお、この場合には電子署名や
電子証明書の送信不要で手軽に利用できるようになります。
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対
策
を
組
織
的
に
実
施
す
る
た
め
、

安
全
衛
生
方
針
の
表
明
、
一
定
期
間

に
達
成
す
べ
き
到
達
点
を
明
ら
か
に

し
た
目
標
設
定
お
よ
び
一
定
期
間
の

安
全
衛
生
計
画
を
作
成
し
、
計
画
実

施
、
評
価
、
改
善
な
ど
を
行
い
ま
す
。

⑶　

安
全
委
員
会
等
に
お
け
る
調
査

審
議

　

安
全
委
員
会
、
衛
生
委
員
会
、
安

全
衛
生
委
員
会
等
に
お
い
て
は
、
交

通
労
働
災
害
の
防
止
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
調
査
審
議
し
ま
す
。

三三��

　
労
働
時
間
等
の
管
理
及
び

　
労
働
時
間
等
の
管
理
及
び

走
行
管
理
等

走
行
管
理
等

⑴　

適
正
管
理

　

次
の
措
置
を
講
じ
、
適
正
な
労
働

時
間
等
の
管
理
及
び
走
行
管
理
を
実

施
し
ま
し
ょ
う
。

①　

疲
労
に
よ
る
交
通
労
働
災
害
を

防
止
す
る
た
め
、
改
善
基
準
告
示

を
守
り
、
適
正
な
走
行
計
画
に

よ
っ
て
、
運
転
者
の
十
分
な
睡
眠

時
間
に
配
慮
し
た
労
働
時
間
の
管

理
を
実
施
。

②　

十
分
な
睡
眠
時
間
の
確
保
の
た

め
、
必
要
に
応
じ
、
よ
り
短
い
拘

束
時
間
の
設
定
、
宿
泊
施
設
の
確

保
な
ど
を
実
施
。

③　

高
速
乗
合
バ
ス
、
貸
切
バ
ス
事

　

交
通
労
働
災
害
は
、
労
働
者
に
よ

る
死
亡
災
害
の
約
２
割
を
占
め
て
お

り
、
そ
の
う
ち
６
割
以
上
が
運
輸
交

通
業
以
外
で
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
ト
ラ
ッ
ク
や
バ
ス
・

タ
ク
シ
ー
の
運
転
業
務
に
従
事
す
る

ド
ラ
イ
バ
ー
だ
け
で
な
く
、
移
動
や

送
迎
、配
達
な
ど
の
た
め
に
自
動
車
・

バ
イ
ク
・
原
動
機
付
き
自
転
車
の
運

転
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
全

て
の
事
業
者
が
安
全
へ
の
取
組
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
、厚
生
労
働
省
に
よ
る「
交

通
労
働
災
害
防
止
の
た
め
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」（
以
下
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」）

を
基
に
、
交
通
労
働
災
害
防
止
に
向

け
て
事
業
主
が
行
う
取
り
組
み
を
解

説
し
ま
す
。

一
　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要

一
　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
労
働
安
全
衛

生
関
係
法
令
、
自
動
車
運
転
者
の
労

働
時
間
等
の
改
善
の
た
め
の
基
準

（
以
下
「
改
善
基
準
告
示
」）
等
と
相

ま
っ
て
、

・　

交
通
労
働
災
害
防
止
の
た
め
の

管
理
体
制
の
確
立

・　

適
正
な
労
働
時
間
等
の
管
理
、

走
行
管
理

・　

教
育
の
実
施

・　

交
通
労
働
災
害
防
止
に
対
す
る

意
識
の
高
揚

・　

荷
主
、
元
請
に
よ
る
配
慮

・　

健
康
管
理

な
ど
の
積
極
的
な
推
進
に
よ
り
、
交

通
労
働
災
害
の
防
止
を
目
的
と
す
る

も
の
で
す
。

　

対
象
と
な
る
交
通
労
働
災
害
は
、

道
路
上
及
び
事
業
場
構
内
に
お
け
る

自
動
車
及
び
原
動
機
付
き
自
転
車

（
以
下
「
自
動
車
等
」）
の
交
通
事
故

に
よ
る
労
働
災
害
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て

は
事
業
者
だ
け
で
は
な
く
、
運
転
者

の
責
務
も
示
さ
れ
、「
事
業
者
の
指

示
等
の
必
要
な
事
項
を
守
る
ほ
か
、

事
業
者
が
実
施
す
る
交
通
労
働
災
害

の
防
止
に
関
す
る
措
置
に
協
力
す
る

こ
と
に
よ
り
、
交
通
労
働
災
害
の
防

止
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
労
使
が
一
体
と
な
っ

て
、
防
止
措
置
を
進
め
て
い
く
と
よ

い
で
し
ょ
う
。

二
　
管
理
体
制
等

二
　
管
理
体
制
等

⑴　

交
通
労
働
災
害
防
止
の
た
め
の

管
理
体
制
の
確
立

　

事
業
者
は
、
交
通
労
働
災
害
防
止

の
た
め
の
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る

体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
次
の
こ
と

を
実
施
し
ま
す
。

①　

安
全
管
理
者
、
運
行
管
理
者
、

安
全
運
転
管
理
者
な
ど
の
交
通
労

働
災
害
防
止
に
関
係
す
る
管
理
者

を
選
任
し
、
役
割
、
責
任
、
権
限

を
定
め
、
そ
れ
ら
を
労
働
者
に
周

知
。

②　

管
理
者
に
対
し
必
要
な
教
育
。

⑵　

方
針
の
表
明
な
ど

　

事
業
者
は
、
交
通
労
働
災
害
防
止

交通労働災害の防止交通労働災害の防止
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業
者
に
つ
い
て
は
、
運
転
者
の
過

労
運
転
を
防
止
す
る
た
め
「
交
替

運
転
者
の
配
置
基
準
」（
国
土
交

通
省
）を
順
守
。

⑵　

適
正
な
走
行
計
画
の
作
成

　

走
行
計
画
（
走
行
開
始
・
終
了
の

地
点
や
日
時
、
走
行
時
に
注
意
を
要

す
る
箇
所
な
ど
を
記
載
）を
作
成
し
、

運
転
者
に
適
切
な
指
示
を
し
ま
す
。

　

デ
ジ
タ
ル
式
運
行
記
録
計
（
デ
ジ

タ
ル
・
タ
コ
グ
ラ
フ
）
を
備
え
た
自

動
車
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
記

録
を
安
全
運
転
指
導
等
に
活
用
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。

⑶　

点
呼
の
実
施
な
ど

　

疾
病
、
疲
労
、
飲
酒
な
ど
で
安
全

な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
な
い

か
、
乗
務
を
開
始
さ
せ
る
前
に
点
呼

に
よ
っ
て
、
報
告
を
求
め
、
結
果
を

記
録
し
ま
す
。

　

睡
眠
不
足
や
体
調
不
良
な
ど
で
正

常
な
運
転
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
、
運
転
業
務
に
就
か
せ
な

い
な
ど
、必
要
な
対
策
を
取
り
ま
し
ょ

う
。

⑷　

荷
役
作
業
を
行
わ
せ
る
場
合

　

事
前
に
荷
役
作
業
の
有
無
、
運
搬

物
の
重
量
な
ど
を
確
認
し
、
運
転
者

の
疲
労
に
配
慮
し
た
十
分
な
休
憩
時

間
を
確
保
し
ま
す
。

⑵　

交
通
安
全
情
報
マ
ッ
プ
の
作
成

　

交
通
事
故
発
生
情
報
、デ
ジ
タ
ル
・

タ
コ
グ
ラ
フ
や
ド
ラ
イ
ブ
・
レ
コ
ー

ダ
ー
の
記
録
、
交
通
事
故
の
危
険
を

感
じ
た
事
例（
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
事
例
）

に
基
づ
き
、
危
険
な
箇
所
、
注
意
事

項
を
示
し
た
交
通
安
全
情
報
マ
ッ
プ

の
作
成
、
配
布
・
掲
示
な
ど
を
行
い
、

運
転
者
の
注
意
喚
起
を
図
り
ま
し
ょ

う
。

六六��

　
荷
主
・
元
請
事
業
者
に
よ
る

　
荷
主
・
元
請
事
業
者
に
よ
る

配
慮
配
慮

　

荷
主
と
運
送
業
の
元
請
事
業
者

は
、
交
通
労
働
災
害
防
止
を
考
慮
し

た
適
切
で
安
全
な
運
行
の
た
め
、
事

業
者
と
協
働
し
て
次
の
よ
う
な
事
項

に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

①　

過
積
載
運
行
を
防
止
す
る
た

め
、
実
際
に
荷
を
運
搬
す
る
事
業

者
に
協
力
す
る
。

②　

到
着
時
間
の
遅
延
が
見
込
ま
れ

る
場
合
、
到
着
時
間
の
再
設
定
、

ル
ー
ト
変
更
を
行
う
。
ま
た
、
到

着
時
間
の
遅
延
が
あ
っ
た
と
き
に
、

実
際
に
荷
を
運
搬
す
る
事
業
者
に

対
し
て
、
不
当
に
不
利
益
な
取
扱

い
を
行
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す

る
。

③　

荷
主
・
元
請
事
業
者
は
、
改
善

基
準
告
示
に
違
反
し
、
安
全
な
走

行
が
で
き
な
い
可
能
性
が
高
い
発

注
を
し
な
い
よ
う
に
し
、
無
理
な

運
行
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、

到
着
時
間
の
見
直
し
等
を
行
う
な

ど
協
力
し
て
安
全
運
行
を
確
保
す

る
。

④　

荷
主
・
元
請
事
業
者
は
、
荷
積

み
・
荷
卸
し
作
業
の
遅
延
で
予
定

時
間
に
出
発
で
き
な
い
場
合
、
到

着
時
間
の
再
設
定
を
し
、
荷
主
の

敷
地
内
で
待
機
で
き
る
よ
う
に
す

る
。

七
　
健
康
管
理
そ
の
他

七
　
健
康
管
理
そ
の
他

⑴　

健
康
管
理

　

交
通
労
働
災
害
の
防
止
に
は
、
運

転
者
の
健
康
管
理
が
欠
か
せ
ま
せ

ん
。
健
康
診
断
の
実
施
、
長
時
間
の

時
間
外
・
休
日
労
働
を
行
っ
た
運
転

手
へ
の
面
接
指
導
や
労
働
時
間
の
短

縮
、
心
身
両
面
に
わ
た
る
健
康
の
保

持
増
進
を
行
い
ま
す
。

⑵　

そ
の
他
の
留
意
点

　

異
常
気
象
や
天
災
の
場
合
の
対
応

指
示
、
走
行
前
の
自
動
車
の
点
検
、

安
全
装
置
の
整
備
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
面
か
ら
交
通
労
働
災
害
の
防
止
措

置
を
講
じ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

荷
役
作
業
に
よ
る
運
転
者
の
身
体

負
荷
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
台
車
そ

の
他
の
適
切
な
荷
役
用
具
・
設
備
の

備
え
付
け
、
安
全
な
荷
役
作
業
方
法

に
つ
い
て
の
教
育
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　

貨
物
自
動
車
に
荷
を
積
載
し
て
走

行
さ
せ
る
場
合
は
、
最
大
積
載
量
の

超
過
、
偏
荷
重
、
荷
崩
れ
又
は
荷
の

落
下
防
止
に
注
意
を
要
し
ま
す
。

四
　
教
育
の
実
施

四
　
教
育
の
実
施

　

交
通
労
働
災
害
防
止
の
た
め
に

は
、
雇
入
れ
時
等
の
教
育
、
日
常
の

教
育
や
指
導
も
重
要
で
す
。

　

交
通
法
規
、
運
転
時
の
注
意
事
項

の
ほ
か
、
運
転
日
前
日
の
十
分
な
睡

眠
時
間
確
保
、
飲
酒
に
よ
る
運
転
へ

の
影
響
、
睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群
等

の
適
切
な
治
療
、
体
調
の
維
持
等
の

必
要
性
に
関
す
る
事
項
な
ど
の
教
育

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

五五��

　
交
通
労
働
災
害
防
止
に
対
す
る

　
交
通
労
働
災
害
防
止
に
対
す
る

意
識
の
高
揚

意
識
の
高
揚

⑴　

交
通
労
働
災
害
防
止
に
対
す
る

意
識
の
高
揚

　

ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
、
表
彰
制
度
、

交
通
労
働
災
害
防
止
大
会
の
開
催
な

ど
に
よ
り
、
運
転
者
の
意
識
の
高
揚

を
図
り
ま
し
ょ
う
。
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　多様な人材が安全に、かつ安心して働き
続けられる職場環境の整備を推進するため、
個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
や、職場のメンタルヘルス対策の推進など
の措置を行う改正が行われました（令和7
年5月14日公布）。
　職場のメンタルヘルス対策の推進につい
ては、「ストレスチェック制度（※）」の対象
企業についての改正が行われました。
　従来、常用労働者数が50人未満の企業
は、ストレスチェックの実施が努力義務と
されていましたが、今後はストレスチェッ
クや高ストレス者への面接指導の実施が義
務付けられます。
　なお、50人未満の企業に対するストレ
スチェック義務化は、「公布後3年以内に
政令で定める日から施行」とされています
ので、今後の動向にご注意ください。
　また、高年齢者を雇用する事業所におい

ては、高年齢労働者の労働災害の防止を図
るため、高年齢労働者の特性に配慮した作
業環境の改善、作業管理などの必要な措置
を講ずることが事業者の努力義務となり、
国が実施のための指針を定めるとしていま
す（令和8年4月1日施行）。
　その他、危険な作業を必要とする機械等
を扱う事業者に関する改正、化学物質を取
り扱う事業者に関する改正、個人事業者等
の安全衛生対策の推進など各種の制度改正
が令和8年1月以降段階的に施行されます。
　厚生労働省のホームページには、改正概
要・関連通達・改正案内のリーフレット等
が公開されていますので、ご参照ください。
「労働安全衛生法　改正　令和7年5月」等
のキーワードで検索することができます。
（※）　ストレスチェック制度とは
　　定期的に労働者のストレスの状況につ
いて検査を行い、本人にその結果を通知
して自らのストレスの状況について気付
きを促し、個人のメンタルヘルス不調の
未然防止を目的としたものです。

労働安全衛生法等の改正
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誕
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ま
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３
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す
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。

　

マ
イ
ナ
ン
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ー
カ
ー
ド
や
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子
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有
効
期
限
を
迎
え
る
方
に

は
、
期
限
の
２
～
３
か
月
前
を
目
途

に
お
知
ら
せ
（
有
効
期
限
通
知
書
）

が
自
宅
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

協
会
け
ん
ぽ
で
は
有
効
期
限
満
了
日

が
属
す
る
月
の
末
日
か
ら
２
か
月
を

経
過
し
た
場
合
、
資
格
確
認
書
を
事

業
主
経
由
で
送
付
し
て
い
ま
す
。
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～
有
効
期
限
切
れ
に
注
意
～

　冬季は、積雪や路面の凍結などにより全
国的に転倒災害が多く発生する傾向があり
ます。業務上・通勤途中の転倒災害を避け
るため、事業場では次のような対策を講じ
ておくとよいでしょう。
○凍結危険箇所の把握…凍結しやすい駐車
場、屋外通路、建物出入口など
○凍結危険箇所の見える化…把握した危険
箇所の案内表示など
○通勤、帰宅への配慮…天候に応じて勤務
時間を弾力的に変更するなど
○転倒防止マットの設置…降雪時に、雪や
水分を拭き取るマットを設置するなど
○危険箇所の凍結防止…危険箇所の除雪、
凍結防止対策など
○４Ｓ…通路等の整理、整頓、清掃、清潔
　また、滑りやすい場所（横断歩道の白線、
マンホール・側溝のふた等）の周知、滑り
にくい靴でゆっくり歩くことなど、日常の
転倒防止策を共有しておくことも有効です。

12月の労務 ピックアップ  
� 冬季の転倒災害に対する備え


